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我が国公会計改革の動向について

On the Governmental Accounting Reform in Japan

By Kunihiko Usui

く論文)

Abstract

Recently, in this country, Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC), Ministry of Finance

(MOF) and the Japanese Institute of Certified Public Accountants (JICPA) have published the guidelines on

the designing of the central and local governmental accountings respectively. Their objects are mainly to

achieve the accountability and efficiency m pubhc-sector.

Except for the Special Account, the guidelines of MIC and MOF require the publication of the financial

statements by the balance of the basis of the rights and duties, single-entry bookkeeping, acquisition cost

basis and net assets that subtracted gross liabilities from gross assets but insufficient for the efficiency in

public-sector.

On the other hand, the guideline of JICPA requires the publication of the financial statements by the

accrual basis, double-entry bookkeeping, fair value basis and taxpayer's equity that subtracted gross liabilities

from gross assets.

However, the assumption that all tax is investment in Governmental equity by taxpayer is unacceptable.

はじめに

近年、国内外において、公共部門の会計(以下、本稿において「公会計」という。)制度に関す

る重要性が認識され、機能の充実が求められているO特に我が国では、 2005年度末に、国の公債依

存度が41…8%を超え、国債費が22.4%を超え、国と地方の公債累積残高が774兆円もの規模に達し・

その規模がますます増加しつつある厳しい財政状況にある。このような傾向は、 Buchanan-

wagner 【1977】によれば、民主主義的政治制度の下で、均衡予算原則を排除した、不均衡予算を弾力

的に利用するケインズ的なもしくはケインズ派の財政政策がとりいれられた場合、実質的に減税さ

れる人々や政府からの便益の流入増加を期待する人々、あるいは雇用主、投資家、不動産業者、官
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僚等の総需要の増加で自分の経済的立場が改善される人々が赤字予算を直接的に支持する結果とし

て生ずる財政赤字の傾向が、財政赤字のインフレ促進という将来の創造的不利益はあっても、私的

財に対する公共サービスの現在の価格の相対的低下という納税者の直接的な利益(財政錯覚)をも

たらすが故に、好況時で本来ならば黒字予算をたてるべきときに、選挙による当選という私的利益

を追求する議員が財政錯覚を利用して人々の赤字予算の要求を受け入れてきた固有の結果である1)0

そのまま続くと、現在世代が便益を受けている財政赤字の膨大な負握を現在世代が負わず、将来世

代へ転嫁することになる。これを可能な限り防ぐためには、公共部門の効率化が急務であり、その

ひとつの手段が財政規律の強化と財政の透明性の向上であり、非効率の1要因であるといわれてい

る現金主義と単式簿記に基づく公会計を抜本的に見直す必要があるだろう。

このような傾向の下、我が国総務省(旧自治省)が1999年6月に発足させた「地方公共団体の総

合的な財政分析に関する調査研究会」は、 2000年3月に地方公共団体の貸借対照表の作成指針とし

て「バランスシートの作成手法について」 (いわゆる「総務省方式」)を公表し、次いで2001年3月

に民間企業の連結貸借対照表と損益計算書に相当する行政コスト計算書と地方公共団体全体の貸借

対照表の作成指針として「r行政コスト計算書』と　r各地方公共拭体全体のバランスシート」に関

する報告書」 (以下、本稿において「総務省報告」というO)を公表した。以後、 2001年12月におけ

る東京都の「機能するバランスシート」のように、多くの地方公共団体が「総務省報告」に準拠し

て、 「企業会計的発生主義」に基づく財務諸表の作成を試みているO　また、日本公認会計士協会は、

2001年7月に「公会計概念フレームワーク検討プロジェクトチーム」を発足させ、 2003年3月に

「公会計概念フレームワークー公共部門の財務諸表の作成…報告及び予算編成にかかる概念的基礎

-」 (以下、本稿において「概念フレームワーク」という。)を討議資料として公表した。さらに、

我が国財務省の財政制度等審議会は、 「公会計の担うべき意義、目的を検証するとともに、公会計

として開示すべき情報等に関し総合的な検討を行うことをE]的」として、 2002年11月に「公会計基

本小委員会」を設置し、 2003年6月に「公会計に関する基本的考え方」 (以下、本稿において「基

本的考え方」という。)を公表したO

本稿の目的は、稔務省の「稔務省報告」、日本公認会計士協会の「概念フレームワーク」および

財務省の「基本的考え方」を比較検討することにより、我が国の公会計制度の改革の方向と開局点

を検討することにある。

1.公会計の歴史

公共資金に対する会計責任の概念の期限は古代エジプト王国の時代にまでさかのぼることができ

る2)。また、紀元前2000年頃の中国において、歴史的に記録し、予算統制と独立的な政府高官によ

る監査を伴った精微な公会計の形態が存在しており、 17世紀のスウェーデンと18世紀のオーストリ

アは近代的な企業会計システムと比較できる政府会計を開発していた3㌧　ヨーロッパでは、かつて
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回の歳出入について、国王が国会の承認を得ずに自由に決めていたが、民主主義が発展するにつれ

て、 1215年のイギリスのマグナ・カルタ第12条による租税の徴収について事前にBl民代表の承認を

必要とする康別が成立し、次に1688年のイギリスの名誉革命による平時の軍事費と軍事費以外の諸

経費について回会の承認を必要とする原則が確立されることにより、歳出入について国会や国民の

代表者の承認を求める制度が発達した。 18催紀のフランスでは、王室資金の破綻や勘定の混沌とし

た状態を国民に知らしめることにより1789-1799年のフランス革命の原因のひとつとなった、アン

シャン-レジーム体制末期の大蔵大臣による財政の公開が歳出入についての国会や国民代表の承認

と国民への公開を義務付ける「財政民主主義の原則」の発展を示し、 19世紀にはこの原則が確立さ

れた。イギリスでは1787年の「整理公債基金法」により、政府活動に関する「包括的財務報告書」

が1802年以降、毎年公表され、 1804年からは予算システムが導入された4)。アメリカでは1789年に

法律で財務長官に公的収支の管理、見積もり、報告を要求し、 ①歳入の改善・管理と公債の償還に

関する計画案の作成、 ②歳入・歳出予算の作成と報告、 ③歳入徴収の監督、 ④会計の記録・説明…

報告書の作成様式の決定、 ⑤規定された範囲内での国庫支出に関する許可の付与の5つの責任につ

いて定めている5)0

以上のとおり、ヨーロッパでは、 18世紀にすでに公会計の基礎が築かれ、 「当初徴税にウェ-I

を置き,行政管理棟能が付随的な機能として位置づけられていたo Lかし、公会計は住民の権利意

識の向上と共に時代の要求に対応しながら発展し、予算が管理的用具となり、次期の収支計画を策

定するまでに発展した」のであが)。ただし、 A. Smith [17761に見られるように、当時の人々が要

請する政府の機能は、 El防、司法、公共土木事業という、社会資本整備のための資源の最適配分も

しくは資源配分の調整のみの小さな政府もしくは夜警国家であった。したがって、 18世紀の資源の

最適配分のみの機能に、富裕階級と貧困階級の格差是正のために19世紀後半に人々により要請され

た所得再分配機能と1929年の世界大恐慌を契機とするJ. M. Keynesの不況対策として20世社前半に

人々により要請された経済安定化機能の2つを加えた、現代の政府の機能とは異なる。

公会計を近代的公会計と非近代的公会計に区別するとすれば、その区別の基準は、菊池祥一郎

[1986】によれば、企業会計と同様に、公会計領域に発生主義会計を導入しているが、企業会計と異

なり、発生主義会計の可変的な適用を土台にして、基金会計(Fund Accounting)と予算会計

{Budgetary Accounting)というユニークな会計思考と手法を展開し、これに基づく公会計原則を

形成しているか否かである7)。すなわち、支出目的が特定される財源を「基金」と称して、各々の

基金をその会計実体とみなし、各々の基金の性格に応じて発生主義会計を可変的に適用することに

ょり基金会計システムを形成し、そのうえで法的予算システムの下で法的予算数値と実横数値を比

較・統制し得る予算勘定を設定し、予算会計システムを形成させるのであが)o

アメリカにおける近代的公会計の原点は、 1900年代に入り、当時の都市行財政上の多発したスキ

ャンダルに対する都市住民の改革運動を契機として作成された、一般勘定、資本勘定、減債基金、

億託基金から成る基金会計と予算会計と発生主義会計の3つの近代的公会計の要素を備えた1913年
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のF都市会計ハンドブックJ (Handbook of Municipal Accounting)であり、最初の公会計原則は、

1929年の世界大恐慌により創設を促された「アメリカ都市会計委員会」 (The National Committee

on Municipal Accounting)による1934年の都市会計原則試案であったが、都市会計原則の基本的概

念と手法が都市のみならず連邦政府や都市以外の地方政府にも支持され、導入されたことにより、

この委員会は、 1949年に、都市会計を公会計に改称し、 「アメリカ公会計委員会」 (The National

Committee on Governmental Accounting : NCGA)となった91c NCGAは1968年のr公会計、監査

および財務報告書』 (Governmental Accoun血g. Auditing and Financial Reporting : GAAFR)の中

で13の公会計原則を内容とする1968年公会計原則(GAAFR原則)を公表し、アメリカ公認会計士

協会により「一般に認められた会計原則」 (GAAP)として承認された10) 1974年にNCGAは委員会

(Committee)を審議会(Council)へと改称し、 1977年から1984年までに7つのステートメント、

11の解説書、 1つの目的に関する報告書を公表した11)一方、会計基準の調査研究・設定事業の財

政的支持母体として1972年に創立された財務会計財団(Financial Accounting Foundation : FAF)

は、民間部門の企業会計領域におけるGAAPの制定樺関として1973年に財務会計基準審議会

(Financial Accounting Standards Board : FASB)を設立し、公共部門のうちの州・地方政府会計領

域のGAAP制定機関として1982年に現在の公会計基準審議会(Governmental Accounting

Standards Board : GASB)を設立したが、 GASBはNCGAの基本線を変えないといわれている12)

我が国の場合、 1875 (明治8)年に大蔵省が出納記帳の方法を全て複式簿記に改め、 1879 (明治

12)年には全ての官庁の金銭出納記帳が複式簿記によることになったが、 1889 (明治22)年にドイ

ツ連邦の欽定憲法を規範として発布された大日本帝国憲法の付属法規として1890年(明治23)年に

施行された会計法では、ドイツ官房学における現金主義と単式簿記に基づくKameralismus簿記へと

変化し、以後、現在に至るまで現金主義と単式簿記に基づくKameralismus簿記が、我が国の公共部

門の会計制度として現在まで続くことになった13)

現在の我が国公会計は、国会による予算のコントロール下にあり、国会で議決された予算の厳格

な執行が求められるので、財政法に定められているとおり、客観性や確定性等の特性を有する現金

の授受の時点で収入と支出の認識をする「現金主義」が採用されている14)。ただし、これは収入と

支出の記録計上時点を決定する基準としての現金主義であって、企業会計における収益費用の記録

計上時点決定基準としての現金主義とは異なる。また、会計年度に帰属する収入支出について、債

権債務の発生の事実を基準とした「発生主義的年度所属区分」を採用しているので、その年度の収

入支出に計上されるべき債権債務について、可能な限りその債権債務の現金収支が実際に完了した

うえで決算をするために、 「出納整理期間」が設けられている。それは通常の収入支出ならばその

会計年度末から翌会計年度の4月30Eはで、国庫内の移換等の収入支出ならば翌会計年度の5月31

Elまでの期間である。

しかしながら、我が国における公会計に関する研究は、 E. ScmalenbachのF動的貸借対照表論』

(Dynamische Bilanz) [1919]の邦訳(土岐政蔵訳、第11版、 1956)で、 Kameralismus簿記の箇所
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が全て排除されていることが示すように、軽視されてきたといい得る15)。この非近代的公会計が近

年の政府の肥大化や財政赤字の拡大に伴い、近代的公会計へとつながることになるO以下、総務省

の「総務省報告」、日本公認会計士協会の「概念フレームワーク」、財務省の「基本的考え方」ごと

に、公会計の日的、公会計の範臥財務報告指針について、順次比較検討する。

2.公会計の目的

[1】総務省「総務省報告」

2001年3月に公表された「般務省報告」は、行政の効率化…合理化等の状況を住民に分かりやす

く説明することにより、地方公共団体の住民に対する説明責任を遂行することを行政コスト計算書

と地方公共団体全体のバランスシートの作成目的としている16)行政コスト計算書と地方公共団体

全体のバランスシートは、後に詳述するが、概して、それぞれ利潤最大化を書的とする民間企業の

個別損益計算書と連結貸借対照表に相当するものであるoそれぞれがどのようにこのEl的を遂行す

るかについて、具体的には次のとおりである。

(1)行政コスト計算書

行政コスト計算書は、企業会計的発生主義に基づいた1会計年度ごとの行政上の貨幣的に測定さ

れた財務的な収入と費用を示すことにより、読者である住民に対して、性質別.目的別のコストの

期間比較、住民1人当たりの性質別・目的別コストの類似団体間比較、目的別行政コストとその分

野の収入との比率による分野別行政コスト固有財源から賄われている度合いおよび外部からの財源

依存度に関する情報を捷供し、地方公共団体全体のバランスシートと併用することにより、資産と

行政コストとの比率、例えば、有形固定資産に対する人にかかるコストと物にかかるコストの合計

の比率が、資産の効率的活用度に関する情報を提供する17)

(2)　地方公共団体全体のバランスシート

地方公共団体全体のバランスシートは民間企業の連結貸借対照表と同様に貨幣的に測定された財

務的な資産と負債およびその差額としての正味資産を示すことにより、読者である住民に対して、

次のような財務上の情報を捷供する18)

(丑　社会資本形成の世代間比率

現在の社会資本整備の結果である有形固定資産と正味資産の比率によりこれまでの世代が負担

した社会資本の割合を示し、有形固定資産と負債との比率で現在の社会資本のうち将来の世代が

返済する割合を示す。

②　予算額対資産比率
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資産合計と歳入総額との比率により、ストックである資産の形成に充当された歳入の割合を示

す。

③　有形固定資産の行政目的別割合

行政分野ごとの資産形成の比重を把握することが可能であり、他団体との比較により各団体の

資産形成の特徴と将来の資産整備の方向性の検討に役立つ。

④　有形Bl定資産の行政目的別経年比較

行政目的別に有形固定資産を経年比較することにより、行政分野別の社会資本形成を明確にす

る。

(診　住民1人当たりバランスシート

バランスシートの各項目の数値を住民1人あたりで算出することにより、人口親槙に基づく単

純な他団体比較を可能にする。

[2】日本公認会計士協会「概念フレームワーク」

2003年3月に公表された日本公認会計士協会の討議資料「概念フレームワーク」が掲げている公

会計(改革)の目的は、第1に、財務的なフローとストックの情報のほか、政府の全般的な財政状

況についての受託責任の遂行状況とその結果を表示することを通じて政府の財政運営上の責任を明

確にすること19)、第2に、国民、国政担当者、国会議員等、広範な情報利用者の意思決定に有用な

情報を提供すること20)の2つである。

しかしながら、 「既念フレームワーク」は、後述するように、国民(納税者)を委託者かつ受益

者、政府を受託者という信託関係で国民と政府を捉え、さらに国民は政府の構成員である内部者で

もあると概念付けをしていることを前提に公会計(改革)の目的が展開されていることに注意をし

なければならない。

【3】財津省「基本的考え方」

2003年6月に公表された財務省財政制度審議会の「基本的考え方」は、現行の我が国の公会計制

度が、国会の議決を経た一般会計予算、特別会計予算等の各予算を基に財政活動が実行され、その

執行実績として各予算の区分に対応した決算が作成されるという予算と決算を中心として、その内

容や国庫の状況等に関する詳細な情報を国会へ報告し、国民に開示することに重点が置かれている

としている21)

このような現行制度に対して、主に企業会計との比較において、 (む「ストックとしてのB]の資

産・負債に関する情報が不十分であり、 Blの保有資産の状況や将来にわたる国民負担などの国の財

政状況が分かりにくい」、 (勤「園と特殊法人等を連結した財務情報が提供されておらず、公共部門
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の全体像が把握できない」、 ③ 「フローの財務情報とストックに関する財務情報の連動がない」、 ㊨

「予算…決算という現金収支と資産・負債状況との関係の把握が困難である」、 ⑤ 「予算執行の状況

が分かるのみで、当該年度に費用認識すべき行政コスト、事業ごとに間接費用を配布したフルコス

トや将来の維持管理費用などを加味したライフサイクルコストが明らかにならない」、 ⑥ 「事業ご

とのコストや便益が把握できないため、予算の効率的な執行を図る助けにはならない」という間葛

点を指摘している22)

そのうえで、 「基本的考え方」は、 「国を始めとする公共部門は、民間企業では行い得ない公共の

福祉の向上等を員的とし、税収を根源的な財源として市場性のないいわゆる公共財等の提供を行っ

ているo　このため、公共部門の活動は定量的な評価にはなじみにくい分野も多く存在して」いると

認めつつ、次の3つを公会計の意義・目的としている23)

①　議会による財政活動の民主的統制

財政民主主義の観点から.予算を通じた事前の資金配分の明確化とそれを国会の議決による統

制下におき、適正な執行の管理とその結果を決算として事後的に国会へ報告するが不可欠である

とするもの。

⑧　財政状況等に関する情報開示と説明責任の履行

議会、現在世代の国民、将来世代の国民や市場関係者にたいして、行政府が税財源の使用状況

や資産負債の状況を分かりやすく開示し、説明責任を果たすこと。

③　財政活動効率化・適正化のための財務情報

財政活動を効率化・適正化していくために、非定量的な情報や実効性のある評価手法の確立も

含め、財務情報の充実を図り、その活用を進めることo

しかしながら、 「基本的考え方」が、上記の3つのEl的を掲げた上で、 「財務報告として作成され

る財務情報を、単に情報開示と説明責任の履行にとどめることなく、予算の効率化・適正化にいか

に活用し、聖域なき歳出改革につなげていくかが重要であることを指摘したい」 24)と付け加えてい

ることは公会計が具体的に財政の効率化…適正化の直接的手段となり得ることを期待しているもの

として注意を要する。

3.公会計の範閃

[1】総務省「総務省報告」

行政コスト計算書の対象会計は、地方公共団体の普通会計のみであるのにたいして、地方公共団

体全体のバランスシートの対象会計は、地方公共団体の普通会計に、公営企業法通用の公営企業会
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計、地方財政法施行令に掲げる事業に係る公営企業の会計、収益事業会計、交通共済事業会計、公

立大学付属病院事業会計、市町村における国民健康保険事業会計、老人保健医療事業会計、介護保

険事業会計、農業共済事業会計、公益質屋事業会計を含む、公益事業会計を加えたものである25)

[2]日本公認会計士協会「概念フレームワーク」

「概念フレームワーク」は、適用対象となる経済主体、公会計情報の対象範囲、公会計情報の利

用者について、それぞれ範囲を規定している。

(1)適用対象経済主体

「概念フレームワーク」は、適用対象となる経済主体について、 「利益の獲得をE]的とせず、ま

たは、利益の多寡が成果の評価基準とならない公共部門における経済主体の全般(中央政府、地方

公共B]体、特殊法人等)を対象とする」 26)とし、国(一般会計と特別会計)、地方公共団体および

それらと実質的な結合関係にある特殊法人や独立行政法人等との連結を要するとしている。

(2)公会計情軸の対象範囲

「概念フレームワーク」は、公共部門の業績ないし成果に関する行政評価のためには、貨幣単位

で測定可能な財務情報と、政府の施政方針、人ロ、平均寿命等の貨幣単位で数量化できない非財務

情報をも含める必要がある27)と指摘しつつも, ①過去に生起した事象にかかる公共部門の財務情報

である「決算情報」と、 (む予算編成にかかる財務情報である「予算情報」の2つから構成される財

務情報のみを対象とすると主張している28)。

(3)公会計情報の利用者

「概念フレームワーク」は、公会計情報の利用者として、 Bl民、国政担当者としての内閣および

それを補佐する官僚等から成る行政各部、国会議員および投資家、債権者、格付け機関等、他国政

府、国際機関等、エコノミスト、アナリスト等のその他の利害関係者を挙げているが29)、民間企業、

特殊法人等、地方公共団体、地方議会と議員については触れていないO特に上記(1)で公会計の通

用対象となる経済主体として、国以外に特殊法人等や地方公共団体を掲げておきながら、それらに

全く触れていないのは理解しがたい。

また、国民については、政府の捷供するサービスの対価として租税を納付し、そのサービスを享

受する、政府の顧客としての現役世代の納税者だけを国民と位置づけるNew Public Management

(NPM)による国民ではなく30)、現役世代の納税者と将来世代の納税者を世代間に渡る国の負債に

一種の無限連帯責任を負う「国民」と位置づけ、その国民が納税を通じて政戸的こ経済資源の運用を

委託することにより、僧託法上の委託者(プリンシパル)であると共に、その受益者であり、政府
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は国民から委託された経済資源を信託財産として管理運用する受託責任を負う受託者(エージェン

ト)であるが、同時に、国民を政府の財産的基礎の拠出者である内部構成員として位置づける考え

方を採る31)。前者は租税の公平な負担配分における利益説が現実に当てはまりそのとおりに機能す

る場合のみに有効となろうが、それでも所得際分派のための課税や経済安定化のための課税につい

ては説明できないo　また後者は財政学的に国民と納税者との関係を信託法的に捉えるのは難しく、

最終的に、国民=委託者-受益者-受託者が成立し矛盾すると思われ、租税の強制性を説明できな

い等の間老点があるだろうo

[3]財務省「基本的考え方」

「基本的考え方」は,図の一般会計、特別会計、特殊法人、独立行政法人、郵政公社、国立大学

法人等を「国の財務報告がカバーすべき範閉」とするが32)、国の財政に重大な影響を与えうる要素

を網羅的に捉える点で意味のある開示を行う場合には、特殊法人、認可法人および独立行政法人等

(特殊法人と認可法人は「特殊法人等会計処理基準」に基づいて処理が行われ、 「行政コスト財務計

算書類」が作成されることになるO)、公益法人をはじめとする民間法人(公益法人については「公

益法人会計基準」に準拠して財務報告が行われる。)、地方公共団体、決算、財政状況等の公表が義

務付けられている。)の3つが範囲に含まれるとしているが、国と資本関係のない民間法人との連

結および園の財政状況の開示における地方公共団体の扱い方については地方自治のあり方等十分か

つ慎重な検討を要するとしている33)

4.財務書籍作成指針

[1]　根端!*c?5省甘告l

「稔務省報告」は行政コスト計算書と地方公共団体全体のバランスシートごとに財務報告基準を

掲げている。

(1)　行政コスト計算書

地方公共団体は営利を目的としないので、売上高に対する売上原価という損益計算ではなく、あ

るサービスにどれだけのコストがかかっているか等、行政コストの内容自体の分析が行政コスト計

算書の目的である34)

①　行政コスト項目

計上コストの範囲は、その年皮の住民にて帰郷した行政サービスに要する費用のうち、資産形
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成支出以外の現金支出に減価償却費、退職給与引当金繰入等の非現金支出を加えたものとし35)、

分類は、行政の分野別ごとに、その性質別の内訳を示すこととし、目的別軽費と性質別経費を合

わせたマトリックスとし、 H的別経費は教育費、民生費、土木費等の行政分野ごとに分類し、性

質別経費は、 (i) 「人にかかるコスト」 (人件費、退職給与引当金繰入等)、 (ii) 「物にかかるコ

スト」 (物件費、維持修繕費、減価償却費)、 (iii) 「移転支出的なコスト」 (扶助費、補助費等、

練出金、他団体支出の普通建設事業費)、 Civ) 「その他のコスト」 (艶害復旧費、失業対策費、公

債費(利子のみ)、債務負担行為繰入、不納欠損額)の4つに分類する36>

未払費用、未収収益、前受収益、前払費用の経過勘定項Hの計上基準については定めていない

が、各地方公共団体がそれぞれの手法で計上することを認めている37㌧

計上金額は原則として決算統計額に基づくが、具体的には、人件費(決算統計額から退職給与

引当金繰入等を除いたもの)、退職給与引当金繰入等(その年度分として繰り入れられた分に相

当する額)、有形固定資産の減価債却、投資等の評価損・売却損益、補助費等、一部事務租合負

担金、練出金、普通建設事業費(他団体に支出したものでその地方公共団体外で資産形成される

もの)、公債費(利子分のみ)、債務負担行為繰入(債務確定のもの)、不納欠損額(貸倒引当金

の計上をしないので未収金計上しているもの)の11項目である38)注意するべきは、個別の有形

固定資産ごとの未償却残高が不明であるから除却損益と売却損益を計上しないこと、貸倒引当金

を設定しないこと、原則として決算による決算統計額に基づくことである。

(む　行政収入項目

計上金額は原則として現年調定額または決算統計額に基づくが、具体的には、使用料・手数料

等(分担金、負担金、使用料、手数料、財産収入、寄付金について現年調定額で計上し、繰入金

と諸収入について決算統計額で計上する)、物品の寄付(評価額で計上する)、国庫(都道府県)

支出金(何らかの資産形成に資するもの以外のものを計上する)、地方税(現年課税分について

現年調定額で計上する)、地方交付税、その他の一般財源(地方譲与税、利子割交付金、地方消

費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、軽油・自動専取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対

策特別交付金、国有捷供施設等所在市町村助成交付金について現年調定額で計上する)の6項目

である39)地方公共団体における最も重要な収入である地方税について、その放課期日が前年度

に属するので、例え現年課税分を全てその年度の収入として計上しても、真の発生主義的収入で

はなく権利確定主義的収入であると思われる。

③　正味資産国庫(都道府県)支出金償却額

資産の減価償却に伴い、バランスシートの正味資産に計上したその資産の形成財源となった国

庫(都道府県)支出金は、行政コスト計算啓上で「正味資産Bl庫(都道府県)支出金償却額」の項

目を設けてその償却額を計上する40)
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(2)地方公共団体全体のバランスシート

普通会計のみを対象とする2000年の報告書である「バランスシートの作成方法について」は、地

方公共団体が、清算や倒産を前提とせず、営利活動を目的としておらず、租税の効率的な活用を求

められているという理由で、効率的経営を行うために経営資源の的確な把掘をする目的で企業内部

の経営資棟である資金の源泉と使途をあらわす貸借対照表を地方公共団体全体のバランスシートと

して採用し、それゆえ評価基準として決算統計のデータを用いた取得原価主義を採用するとしてい

る41)さらに、流動資産または流動負債と固定資産または固定負債との区別は1年基準とし、配列

法は固定性配列法に基づく。また、資産と負債の差額については, 「バランスシートの利用者がこ

の部を、企業会計における資本、持分のように誤解しないような名称とすべきとの指摘があり、当

研究会では、正味資産の名称を用いることとした」 42)とあり、企業会計のような資本ではなく、

「正味資産」として凍え、正味資産の部を国庫支出金、都道府県支出金、一般財源等の3つに区分

することとしている。

バランスシートの対象範囲に公営事業会計を含めた2001年の「総務省報告」は、普通会計と公営

企業会計を、同一会計基準で合算することも、企業会計方式で連結することも困難なので、経営状

況の悪い会計の埋没化を防ぐ効果を有する、全ての会計の並記方式を基本とし、単純合計と純計を

参考として示し、欄外にバランスシートに計上した債務負担行為以外の債務負担行為の設定額を示

すこととした43)

地方公営企業法の適用を受ける公営企業会計との調整について、普通会計の貸借対照表に計上さ

れていない無形固定資産、貯蔵品、前払費用、前払金、未払費用、未払金等は一括して「その他」

の項目、修繕引当金や渇水準備引当金は「その他の引当金」の項目、他会計借入金は「他会計借入

金」の項呂、繰延勘定は「繰延勘定」項目をそれぞれ設けて計上し、公営企業会計の資本を資本金

と剰余金に区分計上し、普通会計の国庫支出金、都道府県支出金、一般財源に区分されている正味

資産を正味資産として一括計上することにより、資本の部を資本金、剰余金、正味資産の3つに区

分して計上することとしている441

地方公営企業法の適用を受けない公営事業会計は、単式簿記による現金主義会計なので、決算統

計額を基礎とし、工業用地造成事業等の土地を決算統計で把握できないものは、普通会計と同様に、

各団体で合理的基準を設けて土地分を推計し、残りの有形固定資産を減価償却する45)

「バランスシートの作成方法について」と「総務省報告」を見ると、原則として、取得原価主義

に基づき、資産と負債の差額について、 「概念フレームワーク」のような国民の「持分」、つまり、

企業会計の資本と同じものとみなすのではなく、単なる資産と負債の差額に過ぎない、基金会計に

おける「基金」と同じ性格を与えていることが分かる。
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[21日本公認会計士協会「概念フレームワーク」

「概念フレームワーク」が規定する公会計の主要な財務諸表は、公会計貸借対照表、行政コスト

計算書(純経常費用計算書)、財源措置・納税者持分増減計算書、公会計資金収支計算書の4つで

あり46)、公会計貸借対照表は企業会計における貸借対照表に、行政コスト計算書(純経常費用計算

香)は企業会計における損益計算書に、公会計資金収支計算書は企業会計のキャッシュフロー計算

書にそれぞれ相当するが、財源措置・納税者持分増減計算書は当期業績主義損益計算書の当期純利

益を貸借対照表の利益剰余金に振り替えるための、かつての剰余金計算書に相当するものと思われ

る。

「概念フレームワーク」は、民間企業の経済活動について、現金主義に基づく基金会計方式と、

企業への全ての資源の流出入を貸借対照表勘定、損益計算書勘定、損益外計算(資本取引と交換取

引)勘定に区分することにより、直説法によるキャッシュフロー計算書、貸借対照表、損益計算書、

損益外計算報告書(財源措置・納税者持分増減計算書に相当する)を作成することができるので、

この作成方法に従って上記4つの公会計の主要財務諸表を作成するとしている47)

測定の焦点は、損益取引と損益外取引を含む全ての経済資源の増減変化をもたらす取引事実の

「発生」の時点で認識し測定する純粋発生主義に基づく48)

財源措置・納税者持分増減計算書は、租税の持分説が一般に受け入れられることが前提であり、

仮に受け入れられたとしても、財源措置・納税者持分増減計算書を行政コスト計算書(純経常費用

計算書)の末尾に付け加えれば、公会計の主要財務諸表は、公会計貸借対照表、行政コスト計算書

(純経常費用計算書)、公会計資金収支計算書の3つですむことになる。また、損益取引、資本取引,

損益外取引、交換取引などは全て利潤最大化目的で行動する民間企業の会計を前提とする概念であ

り、損益概念のない公共部門には不適切であると思われるo

(1)財源措置・納税者持分増減計算書

運営費交付金や補助金等の予算上の「財源措置」を構成要素とし、その他納税者持分を直接に増

減させる科目に区分し、各構成要素の公正価値(Fair Value)をできる限り反映させるよう、基本

的に魂在価値会計(時価主義)を測定基準として採用する49)

(2)公会計貸借対照表

資産と負債については、その公正価値、現在価値ないし時価をできる限り反映させた期中変動額

を基礎として測定する的)a

配列法について、流動性配列法と固定性配列法は取得原価主義に基づくので、国民経済計算体系

と整合させ、企業会計の全面時価主義への傾向等を鑑みると、金融.非金融の分類を採用するべき

であるとしている51)
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(丑　資産

「概念フレームワーク」によれば、資産とは、過去の事象の結果として特定の経済主体が支配

するものであって将来の経済的便益(将来キャッシュフロー)がその経済主体に流入すると期待

される資源またはその経済主体の目的に直接もしくは間接的に資する潜在的なサービス提供能力

を伴うものをいい、道路交通網、上下水道等の「インフラ資産」、特殊法人等への「出資による権

利」、古代遺跡、自然遺産、漁業資源等の「歴史的遺産及び天然資源」、武器弾薬等の「防衛用資

産」、法律上の権利等の「無形資産」等がある㍊)0

②　負債

「概念フレームワーク」によれば、負債とは、過去の事象から発生した特定の経済主体の現在

の義務であって、これを履行するためには経済的便益(将来キャッシュフロー)を伴う資源がそ

の経済主体から流出し、またはその経済主体のH的に直接もしくは間接的に資する潜在的なサー

ビス捷供能力の低下を招くことが予想されるものであり、保証に基づく支払いに備えるための引

当金、価格変動準備金、各種保険特別会計における責任準備金、公的年金債務のための引当金等

がある53)公的年金債務については、我が国の公的年金制度が修正積立方式に基づき段階的に保

険料率を引き上げて年金給付額を決定する確定給付型制度を採用しているので、過去期間に対応

する年金給付の現在価値の稔額を公的年金債務として負債の部に計上すべきであるとしている54)

(釘　納税者持分

企業会計でいう資産と負債の差額である資本について、 「概念フレームワーク」によれば、国

民は納税を通じて受託者である政府に対する経済資源の委託者であり、受益者であると同時に、

政府の財産的基礎を拠出する内部構成員であるから、政府の資産から負債を差し引いた差額に対

する持分権を有することになり、これを「納税者持分」と呼ぶ蝣50)

資産と負債の差額を国民の持分権とすると、その額は個々の回民の納税額(出資額)と対応し

なければならないが、非課税納税者や種々の租税の間での持分権の配分等の問題が生ずると思わ

れるO　また、地方公共団体の場合、他団体から転入した者は付加期Hの属する年度で課税される

まで転入先の団体の持分権を有きず、転出先の持分権を有するのであろうか。さらに、出資にふ

さわしいのは財産の寄付のほうであるo　これらの間温点は、租税を田資と捉え、資本を租税のス

トック部分とした結果生ずるものに過ぎないので、むしろ、租税を単なる収入とし、資産と負債

の差額を正味資産とする基金会計の捉え方のほうが妥当に思われる。

(3)　税の位置づけ

「概念フレームワーク」によると、政府側から見て租税には、政府の構成員である国民からの拠

出資本であるとする「持分説」、政府が国民に提供する財サービスの対価であるとする「収益説」、
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出資でも収益でもない単なる収入であるとする「収入説」があり56)、租税は政府の構成員である国

民から政府に委託された行政運営の財産的基礎であって、 ①外部第三者との外部取引により生ずる

収益とは異なること、 ②受益と負担の関係が不明確なこと、 ③収益説の場合、現時点で実際にその

対価を支払う現役世代の国民のみを顧客とすることになるのに対して、持分説の場合、 「政府の資

源調達における優位性(即ち、課税徴収権及び通貨発行権)の反射的効果として現役世代のみなら

ず将来世代も含め、国政運営の結果である世代間にわたる国の負債につき一種の無限連帯責任を負

っているのと同様の地位に置かれることから、結果として、現在のみならず将来の納税者をも　r国

民』として位置づけられることになる」 571こと、という3つの理由で、 「概念フレームワーク」は

持分説を支持する58)

しかしながら、租税の持分説は、純粋の政府に関する限り、税税収入を損益取引項目の収益では

なく資本取引項目の資本であるとするものであるが、出資証券もなければ還付以外払い戻しもなく、

ただ毎年納税と称して出資し続け、しかもそれが強制化しているものである。一方、収益説は競合

性と排除性を有した純粋私的財に最も適切に当てはまるので、政府が所得再分配目的で供給する社

会保障サービスには当てはまらないであろう。また、 「概念フレームワーク」は、収益説の場合の

資本の部に触れていないが、租税の収益説が受け入れられた場合でも、私税収益から費用を差し引

いた残額を納税者持分の当期変化分として納税者持分のストックに追加することができるはずであ

るo　この場合、ストックとしての納税者持分は、漠然と非課税納税者も含めた、納税しているか否

か(すなわち、現役世代の納税者であるか将来世代の納税者であるか)にかかわらず、現在の国民

の権利をあらわし、負債についても将来的に責任を負うので、現役世代と将来世代の納税者が含ま

れるはずである。これは租税を単なる収入と捉える収入説においても当てはまる。また、収益説は

租税の根拠論あるいは租税の公平な負担配分原理における利益説もしくは応益説を用いたのかもし

れないが、持分説に関しては、財政学に関する限り、これまで学究的な場で議論されてきたことは

ないように思われるO

(4)行政コスト計算書(純経常費用計算書)

(∋　費用

「概念フレームワーク」によれば、費用とは、当該会計期間中における活動の成果を生み出す

ための努力として、資産の流出もしくは減損または負債の発生の形による経済的便益またはサー

ビス提供能力の減少であって、持分参加者-の分配に関連するもの(醍当等)以外の持分の減少

をもたらすものであり、損失も含まれる59)

②　収益

「概念フレームワーク」によれば、収益とは、当該会計期間中における活動の成果として資産
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の流入もしくは増加または負債の減少の形による経済的便益またはサービス提供能力の増加であ

って、持分参加者からの拠出に関連するもの(増資等)以外の持分の増加をもたらすものであり、

利息、賃貸料等の税外収入と保有資産の売却益等の利得がある60)

(5)　公会計資金収支冨十算書

「資金」は、出納整理期間中の取引により発生する短期未収金と短期未払金を現金同等物に含め、

現金と共に「資金」を構成する61)

【3】財務省「基本的考え方」

「基本的考え方」は(1)財務報告に関する留意点として、 ①目的に応じた分かりやすい情報開

示、 ②情報利用者のミスリードの回避、 ③非財務情報の扱い、 ④情報作成コストの4つを掲げ、 (2)

財務情報として開示すべき情報として、 ①財務情報の類型、 ②省庁別財務書類の作成、 ⑨個別事情、

施策、政策についての財務情報、 (り国全体の財政状況の開示、 (9現金主義と複式簿記の5つを掲げ

ている。

(1)　財務情報に関する留意点

(彰　目的に応じた分かりやすい情報開示

これは、比較可能性の確保(異なる会計主体間の比較可能性を確保するために前提条件や各主

体の基準を明瞭にして、整合性を図ること)、適度の情報量の確保(目的が明確でない詳細な情

報の混入を避けるために主体の特性や開示E]的に応じて必要な情報を付加すること)、表示科目

のあり方(予算と決算の表示科目を統一する等の理解しやすい表示化日とすること)の3つであ

る62)

②　情報利用者のミスリードの回避

この点に関して、 「基本的考え方」は、公共部門の情報開示において最も重要なのが正確性で

あるから、不確実性に対する将来予測、裁量的会計処理、見積もり計算、仮定計算等が認められ

る範囲について十分かつ慎重な検討を要し、認められるものについてはその前提条件や仮定等を

明瞭にする必要があるとして、 「公会計において企業会計と同様の考え方を活用する場合には、

情報の透明性や信頼性を却って損なう面があるため、企業会計原則で認められる減価償却方法や

引当基準等における選択性の余地を極力排除するための客観的な会計処理基準に関する十分な検

討が必要である」としている63)

これは、企業会計における1つの会計事実に対して2つ以上の会計処理の基準または手続が認

められる場合を否定し、あくまでも1つの会計事実に対して1つの会計処理の基準または手練の
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みを認め、客観性や統一性を確保しようとするものであると思われる0

③　非財務情報の扱い

公共部門の活動には貨幣額で測定困難な分野が多いので、非財務情報の役割が重要であるが、

開示すべき非財務情報の範囲や開示方法については検討する必要があるとして、少なくとも当面

は非財務情報の開示を考えておらず、将来的にも無条件の採用を考えていないといえるだろう64)

④　情報作成コスト

作成される財務書類の活用方法がその便益であり、それとの比較でコストも考慮される必要が

あるので、コスト最小化と迅速化が重要であるとしている65)

(2)　財務情報として開示すべき情報

①　財務情報の類型

財務情報の類型として、これまでのBlの貸借対照表、個別会計主体別のフローおよびストック

情報としての新たな特別会計財務奮類等の取り組みを踏まえて、 (i)フロー情報、ストック情

報、中長期情報、 (ii)国全体の財政状況を示すマクロの情報、個別会計主体別の情報、セグメ

ント情報、 (iii)予算時の情報、決算時の情報の3つの類型を挙げている66)

②　省庁別財務書類の作成

省庁は、行政府の基本単位であり、予算執行の単位であり、行政評価の主体であるから、省庁

別にフローとストックの財務書類を作成し、説明責任の履行と行政公立化を進めるべきであると

している67)

さらに、作成すべき省庁別の財務書類の例としてアメリカ(貸借対照表、純コスト計算書、純

資産増減計算書、予算資源報告書、資金報告書、注記、必要補完情報、必要補完管理情報)、イ

ギリス(資源使用結果報告書、業務費用計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書、省庁の

任務・目的別資源報告書、注釈)、オーストラリア(財務業績報告書、貸借対照表、キャッシュ

フロー計算書、コミットメント報告書、コンティンジェンシー報告書)、ニュージーランド(質

借対照表、財務業績報告書、純資産変動計算書、キャッシュフロー計算書、目標・サービス業続

報告書、コミットメント報告書、コンティンジェンシー報告書、支出・予算報告書)の実例を掲

げている68)。

③　個別事情、施策、政策についての財務情報

財政の効率化・適正化を進めるために、社会保障の各分野の将来負担などの将来の費用負担を

明示すべき事業に関するコスト情報、社会資本整備における維持管理コストを含むライフサイク
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ルコスト等の事前情報、個別事業における人件費等の間接費用を配威したフルコスト情報等の把

損と括凧こついては、発生主義の考え方、将来推計、あるいは間接費用の配布等の手法を用いる

ことができるが、事業の将来分析は仮定に基づくので、仮定や前提の明確化、対象となる事業と

開示内容やその手法等については、さらに十分な検討が必要であるとしている69)

(り　国全体の財政状況の開示

国の財政に重大な影響を与えうる要素を網羅的かつ的確に捉える観点から、地方公共団体、特

殊法人、独立行政法人、公益法人等の国以外の主体に実施される施策のうち、国が財政的に一定

の責任を負う範囲として一体的な財務書類を作成すべき範臥　ならびに国の財政状況を的確に示

すための予算…決算以外のフローベースの情報等の具体的な会項Elや開示の方法については、さ

らに検討を進める必要があるとしている70)

⑤　現金主義と複式簿記

複式記帳が発生主義的財務諸表を効率的に作成するために経常取引と資本取引を仕訳する機能

や会計処理の自動検証機能を持つことを認めたうえで、 「現金ベースで予算管理が行われる現在

の国の会計においては、一元的なBl庫金管理の下で実質的に会計処理の自動検証機能が働いてお

り、直ちに複式記帳を採用する必要性はないと考えられる。将来の課題として、必要となる財務

情報の具体的な内容を見極めた上で、いかにそれを効率的に作成、開示するかという観点から、

新たなシステムを導入する際のコストとメリットの衡量の中で、必要な記帳システムの検討を行

っていくべきである」としている71)。

5.結び

「総務省報告」は、行政の効率化・合理化等の状況を住民に分かりやすく説明することにより地

方公共団体の住民に対する説明責任を遂行するという目的で、地方公共団体における現金主束と単

式簿記に基づいた現在の公会計を出発点として、民間企業における個別損益計算書と連結貸借対照

表に相当する財務諸表を作成し公表することにより、財務分析を通じて、読者である現在の住民と

将来の住民およびその地方公共拭体そのものに財政効率化のための有用な判断材料を提供するもの

であったO複式簿記に相当する処理は、地方公営企業との連結貸借対照表作成時に書8分的に生ずる

のみであり、騎乗で明瞭であるが、公会計そのものが行政を効率化・合理化する手段となり得てお

らず、それには触れていない。

「基本的考え方」は、議会による財政活動の民主的統制、財政状況等に関する情報開示と説明責

任の遂行、財政活動効率化・適正化のための財務情報という3つの目的を掲げているが、特別会計、

特殊法人、認可法人、独立行政法人という民間企業に類似した原理を当てはめやすい部門への企業
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会計の財務諸表に相当する財務諸表の作成を義務付け、これらを連結させた国の貸借対照表を公表

している現在までの取り組み以外、具体的に必要な財務諸表や会計処理方法について触れておらず、

今後の検討にゆだねている。特に現金主義と単式簿記による現在の公会計を高く評価し、発生主義

的会計処理については管理手段として部分的な適用の可能性を示唆するにとどまっていた。

「概念フレームワーク」は、現役世代と将来世代の納税者からなる国民を100%自益信託として

の委託者、政府を受託者、政府の内部構成員を国民として捉えるという前提の下に、政府の受託責

任の遂行と情報利用者への有用な情報の捷供を目的として、時価主義、発生主義、複式簿記に基づ

く国の公会計の抜本的で効率的なフレームワークを構築しているが、この前提の下に、観税収入を

出資金、資産と負債の差額を納税者持分とする取り扱いには、既に指摘したとおり、多くの問題点

があるだろうo

現金主義と単式簿記に基づく公会計の発生主義と複式簿記に基づく企業会計的な公会計への転換

は、現在のところ、主として説明責任の遂行目的による公表財務諸表の作成のためにその部分での

み実現しているに過ぎないように思われる。その要因は、利潤最大化をF的とする民間企業には利

潤もしくは利益という貨幣的に測定可能な効率指標があり、これが複式簿記と適合するのに対して、

公共部門には利潤もしくは利益に相当する貨幣的に測定可能な効率指標が存在しないことにあるよ

うに思われる。利潤もしくは利益とは異なり、しかも公共部門に国有の効率性指標を複式簿記のフ

レームワークに取り入れることができれば複式簿記による公会計の意義が生ずるはずである。公共

部門の貸借対照表における納税者持分は、企業を所有者から分離独立させる企業実体の公準を当て

はめることにより、公共部門に国有の複式簿記のフレームワークを構築しようとする試みであるの

かもしれないが、筆者には、 「総務省報告」の採る、単なる資産と負債の差額としての正味資産の

ほうが安当であるように思われる。
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